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○ 個別外部監査契約の締結 

                                        

◇訓     令◇ 

 

訓令第６号 

庁中一般  

各  所  

阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程の一部を改正する規程を次のように定

める。 

令和７年８月５日 

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 

阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程の一部を改正する規程 

阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程（昭和25年訓令第99号）の一部を次の

ように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（特別休暇） 

第15条の２ 職員が次に掲げる事由により

勤務することができない場合において、

やむを得ないと認めるときは、それぞれ

規定の範囲内において特別休暇を与える

ことができる。ただし、企業長は必要と

認めるときは、その事実を証明する書類

を提出させることができる。 

⑴～⑼ 省略 

 

（特別休暇） 

第15条の２ 職員が次に掲げる事由により

勤務することができない場合において、

やむを得ないと認めるときは、それぞれ

規定の範囲内において特別休暇を与える

ことができる。ただし、企業長は必要と

認めるときは、その事実を証明する書類

を提出させることができる。 

⑴～⑼ 省略 
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⑽ 中学校就学の始期に達するまでの子

（配偶者の子を含む。以下この号にお

いて同じ。）を養育する職員が、その

子の看護等（負傷し、若しくは疾病に

かかつたその子の世話を行うこと、そ

の子に予防接種若しくは健康診断を受

けさせること、学校保健安全法（昭和

33年法律第56号）第20条の規定による

学校の休業その他これに準ずるものと

して次に掲げる事由に伴うその子の世

話を行うこと又はその子の教育若しく

は保育に係る行事のうち入園、卒園、

入学又は卒業の式典その他これに準ず

る式典への参加をすることをいう。）

のため勤務しないことが相当であると

認められる場合 

１年度につき５日(その養育する中

学校就学の始期に達するまでの子が

２人以上の場合にあつては、10日)の

範囲内で必要と認める期間 

ア 学校保健安全法（昭和33年法

律第56号）第19条の規定による

出席停止 

イ 児童福祉法第39条第１項に規

定する保育所、就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平

成18年法律第77号）第２条第６

項に規定する認定こども園その

他の施設又は児童福祉法第24条

第２項に規定する家庭的保育事

業等その他の事業における学校

保健安全法第20条の規定による

学校の休業に準ずる事由又はア

に掲げる事由に準ずるもの 

⑾～⒂ 省略 

 

⑽ 中学校就学の始期に達するまでの

子（配偶者の子を含む。以下この号

において同 じ。） を養育 する職 員

が、その子の看護（負傷し、若しく

は疾病にかかつたその子の世話を行

うこと又はその子に予防接種若しく

は健康診断 を受け させる ことを い

う。）のため勤務しないことが相当

であると認められる場合 

１年度につき５日(その養育する中

学校就学の始期に達するまでの子が

２人以上の場合にあつては、10日)の

範囲内で必要と認める期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑾～⒂ 省略 
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備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた部

分(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

附 則 

 この規程は、令和７年８月５日から施行する。 

                                        

◇告     示◇ 
 

阪神水道企業団告示第18号 

令和７年第１回阪神水道企業団議会臨時会を令和７年８月７日阪神水道企業団議会議場

に招集する。 

令和７年７月31日 

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 

記 

付議事件 

○ 正副議長の選挙 

○ 議会運営委員会委員の選任について 

○ 令和６年度阪神水道企業団水道事業会計予算繰越報告について 

○ 監査委員選任について 

○ 個別外部監査契約の締結について 

○ 閉会中の継続審査について 

                                        

阪神水道企業団告示第 19 号 

令和７年第１回阪神水道企業団議会臨時会において報告された令和６年度阪神水道企業

団水道事業会計予算繰越報告については、次のとおりである。 

令和７年８月７日 

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 
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阪神水道企業団告示第 20 号 

下記の者を、阪神水道企業団監査委員に選任した。 

令和７年８月７日 

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 

記 

伊 藤 めぐみ 

田 中 あきよ  

                                        

阪神水道企業団告示第21号 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の41第４項において準用する同法第252条の

39第９項の規定に基づき、次のとおり個別外部監査契約を締結したので告示する。 

令和７年８月12日 

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 

１ 監査する事項 

当企業団の設計積算方法及び入札契約制度に関する事項 

２ 契約の相手先 

⑴ 氏名 横田 慎一 

⑵ 住所 大阪市鶴見区横堤１丁目12番13-207号 

３ 契約の期間 

令和７年８月８日㈮から令和８年３月31日㈫まで 

４ 監査に要する費用の算定方法 

12,100,000円（消費税及び地方消費税を含む。）を限度として、契約で定めるところ

により算定した執務費用及び実費を合算とした額 

５ 監査に要する費用の支払方法 

業務終了後、阪神水道企業団契約規程に基づく検査を経て、相手方から適法な請求書

を受理した日から起算して、30日以内に一括で支払う。 

 

 


